
粟津小学校 いじめ対応の流れ 

生徒指導部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※教員が直接発見し、かつ一次報告により指導の遅れや更なる被害が予測される場合は、その場で聴き取りおよ 

 び指導を行う。 

○注この図は一般的な流れであり、いじめによる不登校が疑われる場合、暴力、犯罪等の重大事案には、児童の生 

 命・安全を第一に考え、この流れにこだわることなく、（可能な限り複数で）迅速に対応する。 

職員が発見 児童からの訴え いじめアンケート 保護者からの情報 

１．事実関係の確認 

   ①一人ずつに聴き取り   ②関係者全員で事実を確認していく    ③記録する 

※対象人数が多い場合は、複数の職員で対応する 

※生徒指導担当または管理職への一次報告 

２．指導内容・方針の決定 

・情報共有の上、いじめ問題対策チームで指導・支援の在り方および方針を決定する 

（ただし、メンバーの招集により対応が遅れると想定される場合は、当該日時にいるメンバーで対応する） 

３．児童への指導 

・児童が次に同様の事態に遭遇した場合、異なる行動をとることができるよう支援する視点で指導する 

４．保護者への報告 

・被害児童保護者・加害児童保護者それぞれに、同様の報告をする。（指導当日、困難な場合は翌日） 

５．情報の共有 

①事案、指導の流れ、保護者の反応、等をいじめ問題対策チームで共有する 

②担任および生徒指導担当が記録する 

６．経過観察 

・児童に関わる職員で情報を共有し、3 か月間声かけや見守りを強化する。 

・担任は週に 1 回以上、「あれから大丈夫？」など、加害児童の目のない状況で確認する。 

※即聴き取り・指導 


